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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

五
月
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
で
チ
ャ

ー
ル
ズ
三
世
の
戴
冠
式
が
あ
っ

た
。
百
七
十
億
円
を
か
け
る
の
か
。

驚
き
。
英
国
で
の
世
論
調
査
は
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
三
世
を
国
王
と
認

め
る
こ
と
に
六
割
が
反
対
だ
と

数
字
が
あ
る
が
、
マ
ス
コ
ミ
は
一

千
年
の
伝
統
あ
る
イ
ギ
リ
ス
王

室
と
絶
賛
す
る
。
こ
れ
は
史
実
か
。 

 

 

十
七
世
紀
。
英
国
は
そ
れ
ま
で

絶
対
君
主
制
で
あ
っ
た
が
民
主

革
命
後
の
議
会
を
認
め
な
い
国

王
と
王
党
派
が
議
会
派
と
対
立

し
内
乱
と
な

り
、
王
党
派
が

破
れ
、
一
六
四

九

年

に

国

王
・
チ
ャ
ー
ル

ズ
一
世
は
「
暴

君
で
国
民
の

公
敵
」
と
し
て

処
刑
さ
れ
る
。 

  

こ
の
と
き
英
国
議
会
は
君
主

制
を
廃
し
て
、「
イ
ギ
リ
ス
と
人

民
は
こ
こ
に
共
和
国
と
な
る
。
今

後
、
こ
の
国
は
王
や
貴
族
な
し
に

統
治
さ
れ
る
」
と
宣
言
す
る
。 

し
か
し
共
和
国
＝
議
会
派
は

内
部
対
立
を
し
、
十
年
で
の
自
由

主
義
革
命
は
失
敗
に
終
わ
る
。 

  

お
り
か
ら
国
外
に
亡
命
中
だ

っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
は
帰
国

し
、
王
政
復
古
と
な
る
。 

し
か
し
国
王
は
、
議
会
を
嫌
い
、

王
権
神
授
説
を
と
る
。
一
口
で
い

う
と
王
は
神
以
外
に
縛
ら
れ
な

い
、
と
し
て
、
法
と
議
会
を
無
視

し
、
晩
年
は
議
会
も
開
か
ず
、
専

制
政
治
を
と
る
。 

  

や
が
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
が

亡
く
な
り
、
再
び
議
会
派
が
台
頭

し
、
新
国
王
も
亡
命
し
、
一
六
八

八
年
に
名
誉
革
命
で
、「
権

利
宣
言
」
が
出
さ
れ
、
イ
ギ

リ
ス
は
立
憲
君
主
制
の
国

と
な
る
。 

 

今
回
、
即
位
し
た
チ
ャ
ー

ル
ズ
国
王
も
、
歴
史
の
偶

然
な
の
か
、
イ
ギ
リ
ス
史

上
、
議
会
に
よ
る
国
王
の
処
刑

（
一
世
）
や
悪
政
の
王
（
二
世
）

と
同
じ
名
前
で
複
雑
だ
が
、
王

室
千
年
の
輝
く
伝
統
説
と
継

続
性
に
は
疑
問
が
あ
る
。 

 世
界
史
的
に
い
え
ば
、
こ
の
王

政
復
古
の
反
動
と
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
革
命（
清
教
革
命
）の
影
響
で
、

弾
圧
か
ら
ア
メ
リ
カ
新
大
陸
に

亡
命
者
が
増
え
、
王
制
度
の
な
い

自
由
主
義
の
国
＝
ア
メ
リ
カ
が

で
き
た
の
だ
か
ら
歴
史
は
皮
肉

で
あ
る
。 

 

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争

を
イ
ギ
リ
ス
人
の
ト
マ
ス
・
ペ
イ

ン
が
応
援
し
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン

ス
」
や
「
人
間
の
権
利
」
な
ど
の

王
政
批
判
の
本
を
書
く
。 

 

そ
の
中
で
彼
は
、
人
は
み
な
平

等
。
人
間
を
王
と
臣
民
に
分
け
る

こ
と
は
差
別
で
あ
る
、
と
の
立
場

で
「
人
類
は
、
本
来
、
天
地
創
造

の
秩
序
に
お
い
て
は
み
な
平
等

で
あ
っ
た
」
と
、
ア
メ
リ
カ
の
独

立
派
を
励
ま
す
。 

  

一
七
七
六
年
七
月
四
日
、
ア
メ

リ
カ
は
独
立
宣
言
を
出
す
。
歴
史

家
は
「（
独
立
は
）

ペ
イ
ン
が
『
コ
モ

ン
・
セ
ン
ス
』
で

始
め
た
仕
事
を

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ

ン
（
ア
メ
リ
カ
第

三
代
大
統
領
で

独
立
宣
言
の
起

草
者
）
が
『
独
立
宣
言
』
で
完
成

し
た
、
と
も
い
う
画
期
的
な
檄
文

で
あ
っ
た
。 

だ
が
イ
ギ
リ
ス
国
王
は
コ
モ

ン
・
セ
ン
ス
を
大
逆
罪
で
死
刑
の

宣
告
を
す
る
。
立
憲
君
主
の
国
王

で
も
議
会
派
を
弾
圧
す
る
。
こ
れ

が
真
実
の
歴
史
だ
。 

 

こ
う
し
た
イ
ギ

リ
ス
王
室
の
歴
史

と
比
べ
、
日
本
の
天

皇
制
は
ど
う
か
。 

歴
史
書
と
し
て

最
古
で
七
一
二
年

に
で
き
た
古
事
記

や
日
本
書
紀
で
は
、

神
話
を
含
め
て
百

二
十
六
代
の
天
皇
が
い
た
と
さ

れ
る
が
、
有
史
で
は
西
暦
五
九
二

年
の
第
三
十
三
代
の
推
古
天
皇

の
こ
ろ
か
ら
の
記
録
が
残
る
。 

 

そ
の
中
で
天
皇
制
の
最
大
の

危
機
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
、

室
町
時
代
だ
ろ
う
。
後
醍
醐
天
皇

が
鎌
倉
幕
府
打
倒
を
呼
び
か
け

る
が
、
幕
府
に
自
身
が
捕
ら
え
ら

れ
、
隠
岐
の
島
へ
流
刑
さ
れ
る
。

以
降
、
南
北
朝
の
分
裂
で
、
半
世

紀
の
間
、
南
北
八
人
の
天
皇
が
乱

立
す
る
。
誰
が
正
当
か
は
歴
史
的

に
も
諸
説
あ
る
。 

 

こ
れ
も
時
代
の
な

せ
る
業
だ
が
、
室
町
時

代
は
日
本
の
歴
史
が

凝
縮
し
て
い
る
と
い

う
歴
史
家
も
い
る
。
天

皇
が
流
刑
だ
か
ら
、
事

実
上
、
空
位
で
あ
り
、

存
廃
の
危
機
に
あ
っ

た
し
、
天
皇
の
権
威
を
の
り
こ
え

る
新
時
代
の
転
換
を
な
し
た
時

代
だ
っ
た
の
だ
。 

 

ま
た
こ
の
時
代
に
始
ま
っ
た

自
由
な
空
気
は
、
歌
舞
伎
者
（
か

ぶ
き
も
の
）
と
い
う
特
異

な
人
種
を
生
む
。 

室
町
幕
府
の
祖
の
足

利
尊
氏
の
右
腕
と
さ
れ

る
家
来
の
高
師
直
（
こ
う

の
も
ろ
な
お
）
は
「
バ
サ

ラ
大
名
」
の
異
名
を
と
る

が
、
彼
こ
そ
室
町
幕
府

（
二
三
七
年
、
十
五
代
将

軍
）
の
礎
を
作
っ
た
人
だ
。
バ
サ

ラ
者
＝
歌
舞
伎
者
と
は
、
異
様
な

い
で
た
ち
で
大
道
を
闊
歩
す
る

者
を
い
う
が
、
現
代
日
本
の
最
大

の
歓
楽
街
の
町
名
が
歌
舞
伎
町

で
あ
る
こ
と
は
面
白
い
。 

 

こ
の
改
革
派
の
高
師
直
は
中

世
の
戦
を
近
世
の
合
戦
に
変
え
、

将
軍
に
よ
る
領
土
安
ど
の
方
式

を
変
え
、
荘
園
主
体
の
公
家
政
治

を
解
体
し
た
有
能
な
政
治
家
＝

革
命
家
だ
っ
た
？ 

 

ち
な
み
に
い
ま
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
Ｂ

Ｓ
時
代
劇
で

は
、
「
歌
舞
伎

者
・
慶
次
」
と

い
う
ド
ラ
マ

が
再
放
送
さ

れ
て
お
り
、
朝

日
新
聞
に
は

小
説
「
人
よ
花

よ
」
で
室
町
時

代
と
高
師
直
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
ブ
ー
ム
か
な
？
）。 

 

実
際
の
歴
史
で
は
、
鎌
倉
時
代

か
ら
七
百
年
間
は
、
武
家
の
将
軍

が
国
の
政
治
を
と
っ
た
の
だ
。 

そ
れ
が
明
治
維
新
の
王
政
復

古
で
、
天
皇
を
神
と
す
る
天
皇
制

国
家
が
で
き
、
先
の
太
平
洋
戦
争

で
の
敗
北
か
ら
、
昭
和
天
皇
が
、

人
間
宣
言
を
発
し
、
以
降
、
新
憲

法
に
よ
っ
て
、
象
徴
天
皇
と
し
て

現
在
の
立
憲
君
主
制
が
あ
る
の

で
あ
る
。 

 

国
民
を
王
と
臣
民
に
分
け
る

制
度
そ
の
も
の
が
差
別
で
あ
る
、

と
い
う
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
の
言
葉

を
借
り
る
ま
で
も
な
く
、
人
は
本

来
、
自
由
か
つ
平
等
で
あ
る
と
い

う
当
た
り
前
の
非
差
別
の
社
会

が
来
る
こ
と
を
願
う
。 
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